
内
閣
衆
質
一
四
九
第
一
四
号

平
成
十
二
年
九
月
八
日

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
Ｘ
線
の
安
全
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
二
年
九
月
八
日
受
領

答

弁

第

一

四

号

内
閣
総
理
大
臣
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国

務

大

臣

中

川

秀
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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
Ｘ
線
の
安
全
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
）
の
千
九
百
九
十
年
勧
告
（
以
下
「
勧
告
」
と
い
う
。
）
の
国
内
制
度
等
へ
の
取

り
入
れ
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
審
議
会
に
お
け
る
審
議
を
経
て
、
現
在
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
の

施
行
を
目
途
と
し
た
関
係
法
令
の
改
正
作
業
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
、
三
及
び
五
に
つ
い
て

勧
告
に
お
い
て
は
、
「
医
療
被
ば
く
は
普
通
、
被
ば
く
す
る
個
人
に
直
接
の
便
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

そ
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
防
護
が
最
適
化
さ
れ
て
い
れ
ば
、
患
者
の
線
量
は
医
学
上
の
目
的
と
両
立
す
る

程
度
の
低
さ
で
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
エ
ッ
ク
ス
線
を
用
い
て
診
断
を
行
う
場
合
に
は
、
適
切
な
臨
床
判
断
に
基
づ

き
、
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
に
よ
り
得
ら
れ
る
診
断
情
報
の
量
と
質
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
患
者
、
操
作
者
等
の
被
ば
く
線
量

を
合
理
的
に
達
成
で
き
る
限
り
低
く
保
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
下
に
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
二
条
第
二
項
に
基
づ
く
医
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
告
示
第
二

百
三
十
八
号
）
に
お
い
て
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
構
成
、
規
格
等
を
定
め
、
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第

一



五
十
号
）
に
お
い
て
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
防
護
、
エ
ッ
ク
ス
線
診
療
室
等
の
構
造
設
備
等
を
定
め
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ス
線
を

用
い
た
診
断
が
こ
れ
ら
の
基
準
等
を
遵
守
し
て
適
切
に
行
わ
れ
た
場
合
は
、
通
常
患
者
に
エ
ッ
ク
ス
線
被
ば
く
に
よ
る
悪
影

響
が
生
じ
る
可
能
性
は
小
さ
く
、
患
者
が
受
け
る
便
益
は
不
利
益
を
上
回
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
医
療
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
等
が
病
院
等
に
対
す
る
立
入
検
査
を
実
施

し
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
防
護
等
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
基
づ
く
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
四

十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
一
号
）
に
お
い
て
は
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
取
り
扱
う
労
働
者
の
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
防
護
、
直
接
透
視
時
及
び
間
接
撮
影
時
の
防
護
措
置
、
労
働
者
の
被
ば
く
限
度
、
労

働
者
に
対
す
る
安
全
衛
生
教
育
及
び
健
康
診
断
の
実
施
等
を
定
め
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
十
年
三
月
に
財
団
法
人
日
本
公
衆
衛
生
協
会
が
取
り
ま
と
め
た
「
が
ん
検
診
の
有
効
性
評
価
に
関
す
る
研
究
班
報
告

書
」
に
よ
れ
ば
、
が
ん
検
診
一
回
当
た
り
の
被
検
者
の
被
ば
く
線
量
は
、
検
診
施
設
や
被
検
者
の
体
格
等
の
違
い
に
よ
っ
て

多
少
の
増
減
は
あ
る
が
、
胃
が
ん
検
診
が
約
〇
・
六
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
乳
が
ん
検
診
が
約
〇
・
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
肺

二



が
ん
検
診
（
胸
部
間
接
撮
影
）
が
約
〇
・
〇
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

放
射
線
の
被
ば
く
に
よ
る
発
が
ん
に
つ
い
て
は
、
し
き
い
線
量
（
影
響
が
生
じ
る
最
小
の
被
ば
く
線
量
）
は
存
在
せ
ず
、

被
ば
く
線
量
の
増
加
と
と
も
に
が
ん
の
発
生
確
率
が
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
単
位
被
ば
く
線
量
当
た
り
の

が
ん
の
発
生
確
率
は
、
被
ば
く
時
の
年
齢
、
被
ば
く
し
た
臓
器
又
は
組
織
等
に
よ
り
大
き
く
異
な
る
。
勧
告
に
よ
れ
ば
、
全

身
に
均
等
に
放
射
線
を
被
ば
く
し
た
場
合
の
全
年
齢
を
通
じ
た
平
均
値
と
し
て
、
被
ば
く
線
量
一
シ
ー
ベ
ル
ト
当
た
り
の
致

死
が
ん
の
発
生
確
率
は
約
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
非
致
死
が
ん
の
発
生
確
率
は
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

三


